
東高島駅北地区 
都市計画市素案説明会 
平成27年９月25日（金）19:00 開始 
平成27年９月26日（土）10:00 開始 

横浜市 
1 



１．地区の現況や経緯等について 
２．都市計画市素案について 
３．今後の都市計画手続について 

本日の説明内容 



東高島駅北地区 

東神奈川駅 仲木戸駅 

●横浜市中央卸売市場本場 

約400ｍ 

0 100m 

 ●コットン 
 ハーバー地区 

約1.3Km 
横浜駅 

東高島駅 

●ポートサイド地区 

●神奈川水再生センター 

１．位置図 



東高島駅北地区 

１．現況写真 

小規模な工場や遊休化した水域などの土地利用 



①都市基盤が脆弱 

１．現況写真 



※通り抜けの用に供されている現状が見られますが、 
 私有地であり、原則通行は認められていません 

１．現況写真 
①都市基盤が脆弱 



②利便施設の不足 

１．現況写真 



③運河 

１．現況写真 



③運河 

１．現況写真 



③運河 

１．現況写真 



④神奈川台場の保全 

１．現況写真 

台場石垣 



④神奈川台場の保全 

１．現況写真 



１．現在の都市計画 

200 

80 

近 商 

200 

60 

工 業 

400 

80 

商 業 

200 

60 

工 業 

200 

60 

工 専 

400 

80 

商 業 

500 

80 

商 業 

200 

80 

近 商 

400 

80 

商 業 

200 

60 

１ 住 

200 

60 

工 業 

200 

60 

工 業 



１．現在の都市計画 

容積率 …敷地面積に対する建物の 
     延べ床面積の割合 

建ぺい率…敷地面積に対する建築面  
     積の割合 



●横浜市都市計画マスタープラン全体構想 
               （平成25年3月） 

●横浜市都市計画マスタープラン神奈川区プラン             
               （平成15年12月） 

●横浜市都心臨海部再生マスタープラン 
               （平成27年2月） 

●東神奈川臨海部再編整備計画 （平成16年３月） 

●都市再開発の方針（平成22年） 

１．上位計画等 



・再開発の目標や土地の高度利用に関する方針など  
 を定める 

横浜市の個別の都市計画の上位計画に位置するもの 
・都市計画法第７条の２に基づき決定 

１．都市再開発の方針（平成22年） 



１．都市再開発の方針（平成22年） 

都市計画区域 

１号市街地 

既成市街地の内、良好な環境を
有している第１種・第２種低層
住居専用地域及び第１種・第２
種中高層住居専用地域等を除い
た区域を中心に、計画的な再開
発が必要な市街地 



１．都市再開発の方針（平成22年） 

都市計画区域 

１号市街地 

戦略的地区 
１号市街地のうち、
事業実施の熟度が不
足している地区及び
民間による事業が想
定され、規制・誘導
を主体として整備改
善を図る地区として、
事業化の促進や適切
な誘導を図る地区 



１．都市再開発の方針（平成22年） 

都市計画区域 

１号市街地 

戦略的地区 

１号市街地のうち、
特に一体的かつ総合
的に市街地の再開発
を促進すべき相当規
模の地区 

２号再開発 
促進地区 



１．都市再開発の方針（平成22年） 

都市計画区域 
戦略的地区 

２号再開発 
促進地区 

横浜都心地区 

山内ふ頭周辺 
二期地区 

(戦略的地区) 

× 

× 東高島駅 
北地区 



都心・臨海周辺部 
道路や広場などの都市基
盤施設や、地域の実状に
応じた生活支援機能の拡
充と合わせた都市型住宅
の整備など、居住機能の
強化を図ることなどによ
り、職住近接を実現 

東高島駅北地区 

都心・臨海 
   周辺部 

郊外部 

臨海部 

都心部 

１．横浜市都市計画マスタープラン全体構想 
              （平成25年3月） 



地区を強化し都市再
生に寄与する地域拠
点（東神奈川駅周
辺）及び臨海部につ
ながるまちづくりを
目指す 

東高島駅北地区 

１．横浜市都市計画マスタープラン 
神奈川区プラン（平成15年12月） 

山内ふ頭周辺地区整備 
（コットンハーバー） 臨海部 

東神奈川駅周辺 

東高島駅北地区 



環境再生型の都市整備ゾーン 

・地区内の東西道路の新設検討を行うととも
に、竜宮橋線の機能強化などの交通基盤整備 
・敷地の整形化や共同化を進め、段階的な土
地利用転換による都市機能更新 
・運河活用によるプロムナード等整備や一部
埋立                等 

◆整備方針 
既存機能との調和を図りながら、大規模低・
未利用地の段階的な土地利用転換による新た
な都市機能の導入を進め、拠点ゾーンにふさ
わしいまちづくりを推進する 

東神奈川臨海部周辺地区の再編整備を進めていくため、
概ね15年後の基本的な将来像を示すもの 

東高島駅北地区 

１．東神奈川臨海部再編整備計画（平成16年３月） 



東高島駅北地区 

東神奈川臨海部 
周辺地区 

都心臨海部における市の将来構想として策定 
・・・都心臨海部の対象地区は、横浜駅周辺地区、み

なとみらい21地区、関内・関外地区、山下ふ頭周辺 
地区、東神奈川臨海部周辺地区 

１．横浜市都心臨海部再生マスタープラン 
              （平成27年2月） 

横浜駅周辺地区 

みなとみらい21
地区 関内・関外地区 

山下ふ頭周辺地区 



みなと交流軸の形成による5地区連携 

東高島駅北地区 

東神奈川臨海部周辺地区 

研究・教育、医療、健康、居住機能を配置 

凡例） 
    ：みなと交流軸 

１．横浜市都心臨海部再生マスタープラン 
              （平成27年2月） 



１．まちづくりの経緯 

小規模な工場や遊休化した水域などの土地利用 

上位計画に基づくまちづくりを実現 

総合的な地域の再編整備 
・都市基盤整備 
・都心にふさわしい合理的かつ健全な土地の 
 高度利用 



平成14年：まちづくり懇談会発足 

平成24年：土地区画整理組合設立準備組合発足 

平成16年：まちづくり協議会発足 

１．まちづくりの経緯 



地区の中心の 
不整形な運河 

１．まちづくりの経緯 

効果的な 
面的整備が困難 

・新たなまちづくりの 
       ルール 

・水域の一部埋立て等 

・基盤整備 

港湾機能から都市的土地利用への転換必要な都市計画を変更・決定 



・都市再開発の方針の変更 
・埋立部分の用途地域等の変更 
・臨港地区の変更 
 

・土地区画整理事業 
・道路 
・下水道 
・地区計画 
 

                     等 
 

土地利用 
転換 

基盤整備 

… 高さ、容積率など新たな 
    まちづくりのルール 

１．変更・決定する都市計画 



１．地区の現況や経緯等について 
２．都市計画市素案について 
３．今後の都市計画手続について 

本日の説明内容 



２-１．都市再開発の方針 
２-２．用途地域 
２-３．高度地区 
２-４．防火地域及び準防火地域 
２-５．臨港地区 

２．変更する都市計画 



    指定する区域 

凡例 

 ２号再開発促進地区 
 
・・・特に一体的かつ総合的に 
市街地の再開発を促進すべき 
相当規模の地区 
                                      （12.3ha） 

戦略的地区 
埋立事業や土地区画整理事業など、

事業実施の熟度の高まり 

２-１．都市再開発の方針 



●２号再開発促進地区に定める具体的な内容 
イ 地区の再開発、整備の 
  主たる目標 

・都心にふさわしい都市機能の再編・集約と  
 基盤の整備を図る 

ロ 用途、密度に関する基 
  本的方針、その他の土 
  地利用計画の概要 

・医療、健康、居住機能等を集積させ、都心  
 にふさわしい土地の高度利用を図る 

ハ 建築物の更新の方針 
・既存の工場及び事務所等を集約、再配置す  
 ると共に、医療・福祉施設、生活利便施設 
 及び都市型住宅等の整備を図る 

二 都市施設及び地区施設 
  の整備方針 

・下水道（雨水対策施設）、都市計画道路、  
 遊歩道、防災デッキ及び広場等の整備を図る 

ホ その他特記すべき事項 ・公有水面の埋立 
・歴史的資産の保存・活用 

２-１．都市再開発の方針 



２-１．都市再開発の方針 
２-２．用途地域 
２-３．高度地区 
２-４．防火地域及び準防火地域 
２-５．臨港地区 

２-２．変更する都市計画 



 都市機能の維持増進、住環境の保護等を
目的とした土地の合理的利用を図るため、
建築物の用途や容積率、建ぺい率等を定め
ている地域のこと 

２-２．用途地域 



旧 

   工業地域 
   工業専用地域 

  

   変更する区域 
   近隣商業地域 
   商業地域 

凡例 

水域は指定されていない 

商業地域 

近隣 
商業地域 

新 

   工業地域 
   工業専用地域 

  

   変更する区域 
   近隣商業地域 
   商業地域 

凡例 

工業地域を指定 
無指定→工業地域：約1.5ha 

２-２．用途地域 



無指定→工業地域（約1.5ha） 

容積率：なし 
建ぺい率：なし 

容積率：200％ 
建ぺい率：60％ 

２-２．用途地域 

新 

   工業地域 
   工業専用地域 

  

   変更する区域 
   近隣商業地域 
   商業地域 

凡例 

工業地域を指定 
無指定→工業地域：約1.5ha 



 市街地の環境を維持するため、建築物の
高さの最高限度等を定める地区のこと 

２-３．高度地区 



   変更する区域 
   第５種高度地区 
   第７種高度地区 

凡例 

水域は指定されていない 

第７種高度地区 
新 

第５種高度地区を指定 
無指定→第５種高度地区：約1.5ha 

   変更する区域 
   第５種高度地区 
   第７種高度地区 

凡例 

２-３．高度地区 

旧 



無指定→第５種高度地区（約1.5ha） 

建築物の最高高さ 
      ：なし 

建築物の最高高さ 
      ：20ｍ 

 
 
 
 
 
 
 

※工業地域では、条件により高さ31ｍまで可 

新 

第５種高度地区を指定 
無指定→第５種高度地区：約1.5ha 

   変更する区域 
   第５種高度地区 
   第７種高度地区 

凡例 

２-３．高度地区 



・防火地域 
 一定規模以上の建物について、耐火建築
物及び準耐火建築物とすることが義務付け 
  ・準防火地域 
 一定規模以上の建物について、耐火建築
物、準耐火建築物及び政令に定める基準に
適合する建築物とすることが義務付け 
  

２-３．防火地域及び準防火地域 



   変更する区域 
   防火地域 
   準防火地域 

凡例 
  
  
  

準防火地域を指定 
無指定→準防火地域：約1.5ha 

   変更する区域 
   防火地域 
   準防火地域 

凡例 
  
  
  

水域は指定されていない 

防火地域 

２-３．防火地域及び準防火地域 

旧 新 



２-１．都市再開発の方針 
２-２．用途地域 
２-３．高度地区 
２-４．防火地域及び準防火地域 
２-５．臨港地区 

２-５．変更する都市計画 



 港湾を管理運営するため定める地区。 
目的にあわない構築物の建設や用途の変更
を禁止 

２-５．臨港地区 



   変更する区域 
   臨港地区 

凡例 

都市的土地利用が計画されることから、解除 
 

   変更する区域 
   臨港地区 

凡例 

港湾の役割から、 
新たな土地利用へ転換

するため解除 

臨港地区 

２-５．臨港地区 



１．地区の現況や経緯等について 
２．都市計画市素案について 
３．今後の都市計画手続について 

本日の説明内容 
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【
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間
】 

（
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成
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年
９
月
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日
～
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月
９
日
） 

公述申出書受付 
【２週間】 

意見書受付 
【２週間】 

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
都
市
計
画
案 

の
縦
覧
【
２
週
間
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横
浜
市
都
市
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画
審
議
会 

都
市
計
画
変
更
の
告
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都
市
計
画
市
素
案
説
明
会
（
本
日
） 

公
聴
会
（
平
成
27
年
10
月
27
日
） 

※

公
述
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
開
催 

３．今後の都市計画手続 



 ◆都市計画市素案の縦覧 

期 間 平成27年９月25日(金)～10月９日(金) 

(土･日を除く 午前８時45分～午後５時15分) 

場 所 建築局都市計画課 
※神奈川区区政推進課で都市計画市素案を閲覧できます。 

※都市計画課ホームページで「市素案の概要」をご覧になれます。 

日 時 平成27年10月27日(火) 午後７時開始 

場 所 神奈川地区センター 体育室 

 ◆公聴会 (※公述の申出があった場合に開催します。) 

３．今後の都市計画手続 



申 出 期 間 

（※期間必着） 

平成27年９月25日(金)～10月９日(金） 

(土･日・を除く午前８時45分～午後５時15分) 

申 出 方 法 ・書面 (郵送又は持参) 
 指定の公述申出書(都市計画課窓口やホーム 
 ページ等で入手可)に記入の上、建築局都市 
 計画課へ      【10月９日(金)必着】  
・電子申請 
 都市計画課ホームページから手続可能 
     【10月９日(金）午後５時15分まで】 
 ※メンテナンス中(不定期)は、利用不可 

申出多数の場合 10名を超える場合、抽選を行います。 

※公聴会の開催の有無については、10月14日(水)以降に 
 都市計画課ホームページ又は都市計画課までお電話等でご確認ください。 

 ◆公述の申出 
関係住民及び利害関係人は、公述の申出ができます。 

３．今後の都市計画手続 



問合せ先 

◇ 都市計画の内容・事業内容について  

 横浜市 都市整備局 都心再生課 
 （中区港町１－１ 市庁舎６階）  

  ＴＥＬ：０４５－６７１－２６９３ 

 横浜市 建築局 都市計画課 
 （中区相生町３－５６－１ ＪＮビル14階） 

  ＴＥＬ：０４５－６７１－２６５７               

 ◇ 都市計画手続について 

３．今後の都市計画手続 
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